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1151i 

jiヲii
北
海
道
大
学
法
学
会
記
事

O
二
O
O
三
年
五
月
八
日
(
木
)
午
後
一
時
半
よ
り

「
リ
ス
ク
対
応
と
い
う
観
点
か
ら
み
た
環
境
法
制
度
」

報

告

者

山

出
席
者

本
報
告
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
新
自
由
主
義
、
科
学
技
術
へ
の
信
頼

喪
失
、
行
政
執
行
の
欠
陥
、
リ
ス
ク
社
会
と
い
っ
た
考
え
の
影
響
に
よ
り
、

環
境
法
で
は
環
境
保
護
の
た
め
の
国
家
の
積
極
的
介
入
と
い
う
考
え
が
所

与
の
前
提
で
は
な
く
な
り
つ
つ
あ
る
。
そ
こ
で
、
リ
ス
ク
対
応
と
い
う
視

点
か
ら
現
行
の
環
境
法
制
度
を
み
て
、
国
家
、
事
業
者
、
国
民
と
い
っ
た

各
主
体
が
環
境
保
護
の
た
め
に
い
か
な
る
役
割
を
果
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
か
と
い
う
問
題
を
改
め
て
検
討
す
る
。
ま
ず
、
高
レ
ベ
ル
放
射
性
廃

下

ヱI生三
時弘

O 
名

棄
物
法
、
化
審
法
、
完
己
州
法
を
比
較
す
る
と
、
リ
ス
ク
が
高
い
物
質
ほ

ど
国
家
が
強
く
介
入
し
、
二
万
、
リ
ス
ク
が
低
い
物
質
に
つ
い
て
は
市
民

へ
の
情
報
公
開
や
事
業
者
に
よ
る
自
主
管
理
で
対
応
す
る
傾
向
が
あ
る
こ

と
が
明
ら
か
に
な
る
。
次
に
、
リ
ス
ク
の
低
い
物
質
を
含
め
て
事
業
者
が

有
す
る
有
害
物
質
の
情
報
公
開
を
促
進
す
る
沼
山
、
日
法
に
関
し
て
は
、
こ

の
法
律
に
よ
り
事
業
者
、
困
、
市
民
間
の
リ
ス
ク
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

が
す
す
み
、
そ
れ
に
よ
っ
て
リ
ス
ク
に
適
切
に
対
応
で
き
る
と
い
う
考
え

が
主
張
さ
れ
て
い
る
。
確
か
に
、
リ
ス
ク
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
、
市

民
の
生
命
・
健
康
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
環
境
汚
染
に
つ
い
て
し
か
対

応
し
な
い
従
来
の
主
観
的
権
利
保
護
制
度
の
限
界
を
乗
り
越
え
て
市
民
に

よ
る
「
規
制
」
や
市
民
参
加
を
促
進
す
る
点
や
複
数
の
有
害
物
質
が
複
数

の
経
路
を
通
じ
て
市
民
の
生
命
・
健
康
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
状
況
に

包
括
的
に
対
応
で
き
る
可
能
性
が
あ
る
。
一
方
、
沼
当
初
法
に
よ
り
リ
ス

ク
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
ど
こ
ま
で
現
実
化
す
る
か
、
リ
ス
ク
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
進
展
に
と
も
な
い
主
観
的
権
利
保
護
の
範
囲
が
拡
大
す

る
可
能
性
は
あ
る
か
、
包
括
的
な
リ
ス
ク
対
応
を
す
る
に
は
個
別
の
規
制

法
や
耳
戸
叶
男
法
だ
け
で
な
く
包
括
的
な
リ
ス
ク
規
制
法
が
必
要
に
な
る
の

で
は
な
い
か
と
い
っ
た
問
題
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

本
報
告
に
対
し
、
現
代
社
会
に
お
い
て
リ
ス
ク
の
意
味
が
変
化
し
つ
つ

あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
っ
た
意
見
や
沼
勾
河
法
は
さ
し
あ
た
り
、
そ
れ
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報

ま
で
隣
の
工
場
で
ど
の
よ
う
な
有
害
物
質
を
扱
っ
て
い
る
か
何
も
知
ら
な

か
っ
た
住
民
に
情
報
を
提
供
す
る
機
能
を
果
た
し
て
い
る
と
い
っ
た
意
見

が
出
さ
れ
た
。
ま
た
、
リ
ス
ク
対
応
の
た
め
に
ど
の
よ
う
な
新
し
い
社
会

モ
デ
ル
を
考
え
て
い
る
の
か
、
地
域
と
国
家
、
地
域
的
つ
な
が
り
が
あ
る

と
所
と
な
い
所
で
リ
ス
ク
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
意
味
が
異
な
る
の
で

は
な
い
か
、
リ
ス
ク
対
応
と
予
防
原
則
は
ど
う
関
係
す
る
か
と
い
っ
た
質

問
が
出
さ
れ
た
。
当
日
は
こ
れ
ら
の
質
問
に
十
分
な
回
答
を
行
う
こ
と
が

で
き
な
か
っ
た
の
で
、
今
後
の
研
究
の
中
で
考
え
て
い
き
た
い
。

雑

O
二
O
O
一
二
年
六
月
七
日
(
土
)
午
前
一

O
時
よ
り

共
通
テ
l
マ
「
「
人
間
の
尊
厳
」
と
身
体
・
生
命
の
倫
理
的
法
的
位
置
づ

け
l
先
端
生
命
科
学
・
技
術
の
提
起
す
る
諸
問
題
を
中
心
と
し
て
一
そ
の

l
(
総
論
的
学
際
的
検
討
)
」

「
人
間
の
尊
厳
論
の
多
義
性
|
憲
法
学
の
見
地
か
ら
」

報

告

者

青

部
判

(
横
浜
国
立
大
学
教
授
)

「
人
体
・
ヒ
ト
組
織
・
ヒ
ト
・
悶
来
物
質
の
利
用
と
刑
事
規
制
」

報
告
者

幸

斐

則

(
広
島
大
学
教
授
)

「
研
究
ノ

l
ト
ニ
民
事
法
的
観
点
か
ら
み
た
)
人
間
の
身
体
・
生
命
と

回
a

克

先
端
生
命
科
学
・
技
術
「
身
体
的
人
格
法
」
理
論
体
系
の
構
築
に
む
け

て
の
序
論
的
検
討
」

jヒ11;54(4・210)1306

報

告

者

邦

彦

「
人
間
の
尊
厳
と
身
体
・
生
命
の
倫
理
的
法
的
位
置
づ
け
i
国
際
人
権
法

の
視
点
か
ら
」

東
海
林

報
告
者

位

田

(
京
都
大
学
教
授

li量

出
席
者

本
研
究
会
は
、
『
人
体
組
織
の
利
用
等
を
め
ぐ
る
倫
理
的
法
的
問
題
に

か
ん
す
る
生
命
倫
理
基
本
法
・
提
言
』
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
(
略
称
「
人

倫
研
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
)
(
研
究
代
表
一
東
海
林
邦
彦
)
(
平
成
一
四
|

一
五
年
度
文
部
科
学
省
・
科
学
研
究
費
補
助
金
(
基
盤
〉
M

、
課
題
番

号
一

Z
M
S
S
U
)
)
・
主
催
、
学
術
創
生
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
「
生
命
工
学
・

生
命
倫
理
と
法
政
策
」
(
研
究
代
表
東
京
大
学
・
大
学
院
法
学
政
治
学

研
究
科
・
教
授
樋
口
範
雄
)
・
共
催
の
も
と
で
、
開
催
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
。

三
O
名

青
柳
報
告
で
は
、
い
く
つ
か
の
国
の
憲
法
や
国
際
的
な
宣
言
・
規
約
等

に
お
け
る
「
人
間
の
尊
厳
」
条
項
中
、
と
く
に
、
ド
イ
ツ
基
本
法
中
の
そ

れ
を
と
り
あ
げ
、
そ
の
解
釈
・
位
置
づ
け
を
め
ぐ
っ
て
、
そ
れ
が
、
「
理

性
的
自
律
的
主
体
た
る
「
人
格
」
の
尊
厳
を
、
他
の
価
値
と
の
比
較
考
量



を
一
切
許
さ
な
い
と
い
う
意
味
で
絶
対
的
に
保
障
す
る
と
こ
ろ
の
根
本
規

範
で
あ
る
」
と
い
う
程
度
の
、
高
度
に
抽
象
的
な
次
元
に
お
け
る
コ
ン
セ

ン
サ
ス
は
存
す
る
も
の
の
、
具
体
的
内
容
に
関
す
る
コ
ン
セ
ン
サ
ス
は
不

在
で
あ
っ
て
、
そ
の
定
義
に
か
ん
し
て
も
、
そ
の
違
反
と
な
る
場
合
の
例

一
尽
を
も
っ
て
定
義
に
代
え
る
体
の
消
極
的
な
定
義
に
終
わ
っ
て
お
り
、
と

く
に
カ
ン
ト
の
定
言
命
令
の
「
人
間
の
尊
厳
」
条
項
解
釈
を
め
ぐ
る
判
例

に
お
け
る
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
と
も
い
う
べ
き
「
客
体
定
式
」
も
、
そ
の
恋
意

的
使
用
の
危
険
性
、
原
理
主
義
化
、
イ
ン
フ
レ
化
等
の
問
題
性
を
か
か
え

て
い
る
、
と
さ
れ
る
。
翻
っ
て
、
表
題
の
生
命
倫
理
的
問
題
と
の
関
連
で

は
、
「
ク
ロ

l
ニ
ン
グ
に
よ
っ
て
子
供
を
産
む
権
利
は
基
本
的
権
利
と
い

え
る
か
」
、
「
治
療
目
的
で
の
ク
ロ

i
ニ
ン
グ
は
規
制
可
能
か
」
等
の
論
点

を
め
ぐ
る
ア
メ
リ
カ
・
憲
法
解
釈
上
の
判
例
・
学
説
の
主
要
な
展
開
に
関

す
る
紹
介
が
な
さ
れ
た
。
全
体
と
し
て
、
精
綴
で
実
証
的
な
比
較
法
的
検

討
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
が
、
「
日
本
国
憲
法
の
も
と
で
の
論
議
で
は
ど

う
な
の
か
」
に
つ
い
て
の
紹
介
・
検
討
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
の
は
残
念
で

あ
っ
た
。

法学会記事

甲
斐
報
告
で
は
、
「
「
個
人
の
尊
重
」
と
「
人
間
の
尊
厳
」
は
重
な
る
部

分
と
重
な
ら
な
い
部
分
が
あ
る
」
と
の
ホ
セ
・
ヨ
ン
バ
ル
ト
教
授
の
指
摘

を
受
け
て
、
「
「
個
人
の
尊
重
」
の
具
体
的
現
れ
で
あ
る
自
己
決
定
は
最
大

限
尊
重
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
し
て
も
、
よ
り
上
位
の
「
人
間
の
尊
厳
」

原
理
こ
そ
が
、
普
遍
的
人
間
存
在
の
根
本
規
範
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
」
と

の
原
則
的
立
場
に
立
っ
て
、
身
体
な
い
し
生
命
の
処
分
権
を
め
ぐ
る
現
行

法
の
扱
い
に
つ
き
、
そ
の
内
在
的
制
約
原
理
の
立
場
か
ら
批
判
的
に
考
察

し
、
さ
ら
に
、
身
体
の
一
部
お
よ
び
死
体
の
法
的
地
位
、
と
く
に
ヒ
ト
組

織
・
ヒ
ト
由
来
物
質
の
利
用
に
対
す
る
刑
事
規
制
の
基
本
的
方
向
に
つ
き
、

人
間
の
尊
厳
原
理
の
延
長
線
上
で
論
じ
る
べ
き
で
あ
る
、
と
す
る
。
最
後

に
メ
ヂ
カ
ル
・
ヂ
ユ
ウ
プ
ロ
セ
ス
の
法
理
を
、
人
間
の
尊
厳
原
理
と
な
ら

ぶ
、
制
約
原
理
と
し
て
、
具
体
化
す
べ
き
こ
と
を
提
唱
す
る
。

東
海
林
報
告
は
、
(
身
体
組
織
の
利
用
等
の
研
究
な
い
し
臨
床
の
現
場

で
の
現
実
的
状
況
が
提
起
す
る
倫
理
的
法
的
問
題
点
と
そ
れ
に
た
い
す
る

従
来
の
伺
別
的
規
制
の
問
題
点
を
踏
ま
え
て
)
と
く
に
そ
の
総
括
的
検
討

対
象
と
し
て
、
[
ヒ
ト
l
モ
ノ

l
所
有
]
と
い
う
ト
リ
コ
ト
ノ
ミ
l
を
と

り
あ
げ
、
そ
れ
が
人
体
利
用
等
を
法
的
に
扱
う
判
断
枠
組
み
と
し
て
は
事

態
適
合
的
で
は
な
い
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
れ
に
代
え
て
、
「
身
体
的
人
格

法
」
の
理
論
体
系
が
新
た
に
構
築
さ
れ
る
べ
き
こ
と
を
、
提
唱
し
た
。

位
田
報
告
で
は
、
ま
ず
生
命
科
学
の
発
展
が
国
際
法
規
範
に
あ
た
え
る

で
あ
ろ
う
影
響
は
、
従
来
の
科
学
技
術
の
発
展
の
場
合
の
そ
れ
と
は
異
な

り
、
人
が
法
の
主
体
で
あ
る
と
同
時
に
客
体
で
も
あ
る
、
と
い
う
形
で
あ

ら
わ
れ
、
よ
り
直
接
的
に
人
間
の
尊
厳
や
人
権
に
関
わ
る
重
大
性
を
も
っ

と
さ
れ
た
上
で
、
国
際
法
上
の
「
人
間
の
尊
厳
」
の
意
義
を
、
各
種
国
際

北法54(4・211)1307
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雑

法
関
連
ド
キ
ユ
メ
ン
ツ
に
則
し
て
明
ら
か
に
し
、
生
命
倫
理
関
連
問
題
に

か
ん
す
る
最
近
の
ヨ
ウ
ロ
ツ
パ
な
い
し
ユ
ネ
ス
コ
で
の
論
議
に
お
け
る
、

そ
の
深
化
を
指
摘
し
、
我
が
国
に
お
け
る
そ
の
論
議
の
展
開
を
、
と
く
に

ク
ロ
ー
ン
技
術
規
制
法
を
例
に
と
っ
て
分
析
し
、
最
後
に
人
間
の
尊
厳
を

め
ぐ
る
今
後
の
検
討
課
題
を
指
摘
し
た
。

以
上
の
よ
う
な
法
学
関
係
四
分
野
か
ら
の
報
告
を
、
つ
け
て
、
フ
ロ
ア
ー

か
ら
は
、
法
学
お
よ
び
法
学
以
外
の
専
門
領
域
、
と
く
に
倫
理
学
・
哲
学
、

宗
教
学
、
生
命
科
学
、
等
の
諸
分
野
か
ら
の
、
質
疑
応
答
、
コ
メ
ン
ト
、

意
見
交
換
等
が
あ
り
、
近
来
に
な
く
充
実
し
た
内
容
、
高
度
の
レ
ベ
ル
の

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
と
な
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

な
お
、
本
研
究
会
で
の
報
告
・
発
言
内
容
全
体
の
速
記
録
は
近
日
中
に

主
催
者
た
る
上
記
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
よ
り
、
小
冊
子
と
し
て
ま
と
め

ら
れ
、
関
係
者
に
配
布
の
予
定
で
あ
る
。
ま
た
、
上
記
四
報
告
は
、
加
筆
・

修
正
の
上
、
『
北
大
法
学
論
集
』
第
五
四
巻
六
号
に
掲
載
予
定
で
あ
る
。

(
文
責
東
海
林
邦
彦
)


